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平成28年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

平成28年６月21日（火） 

                                           

                                           

（午前10時45分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番８、14番 岡君。 

〔14番（岡 弘悟君）登壇〕 

○14番（岡 弘悟君）おはようございます。

本日２番目です。 

 今回は大項目二点です。ちょこちょこ１項

目めは、前から話しさせていただいていたこ

ともあったんですけど、これを大題にしたの

は初めてなんで、ちょっとゆっくり聞いてい

きたいこともありますので、一つ目はゆっく

り聞いていきたいと思います。 

 それでは、まず大題の一つ目。教育環境と

教育理念の統一と実行。 

 本市の義務教育環境において、理念につい

て基本的な考え、環境が統一されていないよ

うに感じられます。例えば、態度教育を推進

するなどの大綱は基本的に統一されています

が、各学校で行っている態度教育は基本的に

統一されておりません。以前にも質問いたし

ましたが、実行内容を各学校に任せてしまう

と差異が生まれるのは当然ではないでしょう

か。実際、校長先生がかわり大きく学校の雰

囲気、環境が変わるといったことを耳にいた

します。 

 もちろん、各学校の独自性、自由度は尊重

いたしますが、基本的な教育のベース、理念

について教育委員会はどのように考え実践し

ておられるのか。そして、各学校がどの程度

実践できているのかを把握されておられるの

でしょうか。把握されているのであれば、な

ぜ大きく学校が変わるといったことが起こる

のでしょうか。基本的に、橋本市の教育ベー

スを統一できていたなら、各学校の特色は出

るが、大きく変わるといったことはないと思

われます。 

 高い水準の基本ではなく、橋本市としてど

のような教育環境、理念を持っているのか。

そして、その理念が適切に実行されていくこ

とが必要と感じますが、いかがでしょうか。 

 小項目１番、本市の基本的に行っている特

色の教育、教育環境とはどのようなものなの

でしょうか。 

 ２番、それらが適切に実行されているかど

うかはどのような方法でチェックされている

のでしょうか。 

 ３番、各学校の指導者がかわることで独自

性が生まれることは望ましいことではありま

すが、大きく学校の雰囲気が変わるといった

事例が起こるのはなぜでしょうか。基本的に

よくなったという声を聞くことが多くうれし

いことなのですが、よくなる以前は、と不安

になります。 

 ４番、保護者のニーズ、学校のニーズを教

育委員会はどのような方法で収集されている

のか。 

 ５番、例えば、毎朝のあいさつ運動や声か

けなど些細な事例に思われますが、大切なこ

とを実践している学校と行っていない学校が

あるのはなぜでしょうか。基本的な本市教育

理念の実行ができなければ、学校ごとに差異

が生まれるのは当然ではないでしょうか。 

 続いて、大項目の２番です。 

 地元というか、本当に家の近所なので、杉

村公園にちょこちょこ行くんですけども、ち

ょこちょこ質問をさせてもらって、ちょこち
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ょこいい方向に向いているなというか、木を

切っていただいたり、整備もちょこちょこや

って、予算がない中でやってもらっているの

は十分理解できるんですけども、地元の人と

いうか、近所の人と話ししとっても、杉村公

園、子どもが遊んでいるというよりは、皆さ

ん、ウォーキングで使われているのが本当に

多いんです。皆さん、子どもを遊びに連れて

いくというのは本当にごく少数で、今、八王

子池も釣り禁止になっていますし、釣りはで

きないんです。 

 そういった中で、皆さん、どうやって活用

されているかといったらウォーキングロード

として活用されているので、ウォーキングロ

ードとして整備してはどうですかという趣旨

の質問なんですけども、２番目の大項目、読

ませていただきます。 

 杉村公園の駐車場整備の計画とともに、今

後の杉村公園の役割をどのように考えておら

れるのか。現在、杉村公園の構造がウォーキ

ングロードとして適していることで、多くの

方がウォーキングに利用されています。公園

機能とウォーキングコースの充実により、以

前の杉村公園のように市民が集まり、憩える

場所になり得るのではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

 以上、二点です。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中本正人君）14番 岡君の質問項目

１、教育環境と教育理念の統一と実行に対す

る答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）本市における教育理

念については、毎年、橋本市教育委員会から

発行する「橋本市の教育」において、基本的

な考えを示しているところです。また、昨年

度、新教育委員会制度になり、総合教育会議

の中で、橋本市の教育大綱を作成し、それに

基づき、本年度の「橋本市の教育」を作成し

ております。 

 一点目の本市の基本的に行っている特色の

ある教育内容については、理念として、「人が

学びあい、ともに育むまちづくり」、サブタイ

トルとして「自立と共生のまち橋本市に向け

て」と決め、豊かな心、多様な学び、健やか

な体、地域・家庭・学校の連携を基本方針と

して取り組んでいます。保育園、幼稚園、こ

ども園、小学校、中学校の連続性のある縦の

教育と、学校と地域コミュニティとのともに

学びあう横の教育がうまく調和しながら織り

なしているところが、橋本市の教育の特徴で

す。 

 次に、二点目の実行できているかどうかの

チェックについては、各校で保護者アンケー

ト等、保護者による学校評価、学校評議員や

学校関係者評価委員による学校評価、教職員

による学校評価の中で学校評価を行っていま

す。また、教育委員会内においては、教育委

員会事務点検評価を実施し、成果と課題を明

らかにしながらチェックを行っているところ

です。 

 三点目については、学校長により学校の雰

囲気や取り組み内容が変わることについては、

「各校の教育課程の編成については学校長が

定める」と学校教育法第37条に規定されてお

り、子どもの実態や地域の状況を生かしなが

ら、独自的な取り組みをすることは望ましい

ことであると考えます。しかし、一方で指導

すべき内容が指導できていない場合など、行

うことが当たり前で基礎基本となる事項が指

導できていない場合は問題であると考え、個

別に協議、指導を行っています。 

 四点目の保護者や学校のニーズについては、

間接ではありますが、学校評価で行う保護者

アンケートや学校長面接等による直接の聞き
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取り等により収集をしています。また、毎月

開催される校長会をはじめ、教育委員会事務

局や指導主事による学校訪問で、学校の状況

把握を行っています。 

 五点目の毎朝のあいさつ運動については、

態度教育の一環として、地域の見守り隊の

方々とともに、多くの学校で取り組みを進め

ているところです。各校でばらつきが見られ

ることについては、できるだけ統一した市内

全体での取り組みとなるよう、校長会等で伝

えていきたいと思います。 

 また、今後の取り組みとしては、橋本市教

育委員会がイニシアチブをとり、教育大綱の

理念を具現化するため、一定の取り組みのラ

インを示し、統一的な取り組みを進める予定

です。また、学校長がかわっても、教育の柱

が揺らぐことのないよう、地域共育コミュニ

ティをどの地域にも立ち上げ、運営協議会を

組織しながら、学校と保護者、地域がともに

育む地域ぐるみの学校づくりを行う予定です。 

 今後、学校長のリーダーシップのもと、ど

の学校も魅力的な学校となるよう努力してい

きます。 

○議長（中本正人君）14番 岡君、再質問あ

りますか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 それでは、小項目の１番から順に聞いてい

きたいと思います。 

 僕もここに書かせてもうたんと全く一緒で

大綱があるのはわかっているんです。大きな

教育を掲げておられるのはわかるんです。細

やかにしていないから、僕、これを質問させ

てもらっているんです。各学校で大きな大綱

をつくって、皆わかりました、じゃ、その中

でやっていくのは、結局は各学校に任せてし

まうと受け取り方が違うと思うんです。その

受け取り方が違うから、細かなところで差異

が出てきてしまう、それが僕は問題やという

ことを話しさせてもらっているので、これ自

体が僕は悪いとは言いませんよ。 

 大綱があって、初めて目標に向かって進ん

でいくんやけど、じゃ、細かい内容って、ど

うやってそれをつくり上げていくかという過

程がない。その大綱をつくって、過程は学校

に任せますって、教育過程は学校に任せます

よとしてしまったら、ばらばらな教育過程に

なってしまいますよね。僕、そこが気ににな

るから質問をさせてもらったんです。 

 それで、もう１番と２番、一緒にやらせて

もらいますけど、ちょっと一緒に聞きたいん

ですけど、保護者アンケートとか、第三者、

学校運営協議会もありますし、わかるんです、

各学校で評価をしていくって。でも、それっ

て、各学校のその方はその学校しか知らない

じゃないですか。知っていますか。保護者、

ほかの学校のこと、わかりますか。その学校

のことを自分らの中でそれを標準化して、そ

れを評価しているんですよね。 

 じゃ、各学校の、例えば、自分の保護者、

自分の子どもはＡ小学校に行ってて、Ｃ小学

校のことをその保護者さんは知っていますか。

学校運営協議会のメンバー、Ａ学校の学校運

営協議会のメンバー、Ｃ学校の学校運営協議

会のメンバーとお話しできますか。実際、僕、

学校運営協議会に今も入っていますけども、

他の学校とお話しする機会ってないですよ。 

 そういった中で、評価をしているから、教

育委員会が吸い上げているから、全校の評価

がどのように行えているかというのがわかる

とは僕は思わないんです。各学校それぞれ、

判断基準が違うんやから。その判断基準を教

育委員会がつくっていかなあかんと思うんで

すけども、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）今議員おただしの件
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で、判断基準を教育委員会が統一してつくっ

ていくというお話です。平成27年度にも行い

ましたけども、学校評価基本方針というのを

市の教育委員会で出させていただいています。

どこまで学校の取り組みができたかというこ

とで評価をして、それについて協議を行って

います。 

 特に、昨年度、一昨年度から、豊かな心の

育成ということを、まず一番最初に挙げまし

て、態度教育の推進につきましても、どこま

でできているのかというのを聞き取りはさせ

ていただいています。ただ、評議委員さんが

ほかの学校のことを本当に熟知しているかと

いうとそうではないと、私自身も思います。 

 ただ、私もかつて中学校の校長もしており

ました。ＰＴＡの方々、評議委員の方々、も

う既にそのときには評議委員会もございまし

たけども、他の学校を見学に行かせてくださ

いということで、市内の他の中学校を回って

こられた経験もございます。そういう形で、

いろいろな取り組みをＰＴＡなり、評議員の

方々がしていただくような、そういういわゆ

る方法を、また教育委員会としても提示して

いきたいと思っています。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）僕、この話を何でする

かというと、昨年度でしたっけ、教育長の任

命、最終的に市長が任命されていますよね。

変わったんですよね。その中で、それって結

局はもちろん、最終的な教育委員会での問題

は、教育環境での問題が起こったときに、や

はり市長には任命権の任命責任がありという

ところを明確化していかなあかんというのと、

もう一つは、市長の思いを教育委員会に明確

に伝えられるということですよね。そういう

ことですよね。責任の所在がはっきりすると

いうのは、市長の思いを教育委員会はきっち

り受けとめなければいけないということにな

っているんですよね。裏を返せばね。 

 市長の思う橋本市の教育というのを、教育

委員会は受けとめて、それをつくり上げてい

かなあかんのですよね。教育委員会が大綱を

つくっても、上がってくる過程が違えば、同

じ目標には行き着かないですよ。僕の話して

いること、わかるでしょう。 

 さっきお話が出たので言います。態度教育

一つにしても、僕は気になっているんです。

態度教育、皆さん、一生懸命してくれている

のわかっています。でも、各学校まちまちじ

ゃないですか。決まっていますか。態度教育

を行うというのは決めました。じゃ、各学校

でどのような態度教育を行っているかという

統一、されていますか。ちょっとその辺をお

聞きしたいんです。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）まず、最初に議員お

ただしの教育大綱についてですけども、おっ

しゃられたとおり新しい教育委員会制度、平

成27年４月１日からできました。平成27年度

は市長も入っていただいて教育委員とで、総

合教育会議を３回持って、その中で市長の思

いも反映して、というよりは、市長の思いが

かなり反映されている教育大綱を作成しまし

た。その作成後、４月５日に第１回管理職会

議を持って、保幼小中の教頭先生、校長先生

にもお集まりいただき、また、福祉関係の、

この教育大綱の中にもございますので、福祉

部長も入っていただき、こども課長も入って

いただいて、市長の思いも言っていただき、

教育大綱については、教育委員会から説明を

させていただきました。 

 ただ、それがどこまで現場の校長先生、教

頭先生にどのように理解されているかのチェ

ックについては、まだ弱いところはあろうか

と思います。ただ、この部分で私たちが、教

育委員会が常に言っているのは、まず人権が
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保障された中での仲間づくりをしっかりして

ください。そして、その中に態度教育をしっ

かり織り込んでください。そして、子どもた

ちがわかる、わかったと実感できるような授

業づくりをしっかりと取り組んでくださいと

いうことは、常に校長会等でお話しさせてい

ただいているところです。 

 態度教育につきましては、五つの要件、特

に、議員すごくご存じやと思うんですけども、

私たちは五つの要件を中心に、あいさつをす

る、返事をする、下駄箱に靴をきちんと入れ

る、食事のマナー、立腰ということにつきま

しては、教育委員会作成のカタログというか、

パンフレットというか、掲示物をつくりまし

て、各学校に掲示していただいている。 

 隅田中学校には、横幕で、こういう部分も

あります。「時を守り、場を清め、礼を正す」、

大きな横幕で、森信三先生の態度教育の部分

を書いた横幕も出てきています。随分、態度

教育については、私は橋本市内でどんどんど

んどん実効性を持ってきているものと思って

いますし、これからも議員が言われるとおり、

一定の形で態度教育を推し進めていきたいと

思っています。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）態度教育を行っていた

だいていること、市内全域で行っていただい

ていることは認識しております。ただ、その

態度教育の中にも、やり方が違ったり、やり

方が違うというのは間違えたやり方をやって

いるというのと違いますよ。ＡとＢの学校で

は態度教育がちょっとやり方が違う。 

 例えば、先ほどあいさつの話が出ましたけ

ど、「おはようございます」と言う、先生も「お

はようございます」と言う態度教育もありま

す。「おはよう」と先生が言う態度教育もある。

これでも全然違うんですよ。態度教育の中で

はちゃんと色分けされているんです。僕、こ

れ、ちゃんと専門家に聞きました。そういっ

たところもやっぱり差異が出ているというの

は、そういうところを統一していかんと、態

度教育としてせっかく推し進めようとしてい

るのに、地域ごとにばらばらになってしまう

ので、そういうところまで教育委員会は、大

綱をつくったんであればチェックしていかな

あかんのと違いますかという話をしているだ

けで。 

 僕が言いたいのは、教育委員会というもの

が橋本市の大綱をつくったときに、それを守

られているかどうかのチェックもできないん

であれば、大綱をつくっても下がやっている

かどうかがわからなかったら、市長の思いっ

て伝わりますか。僕、そこが一番気になるか

らこの質問をさせてもらっているんですよ。

そこの、いうたら、一番いいところ、ゴール

をつくって進んでいくのはいいですけど、道

はできていないですよ。道は各学校に任せま

すって。じゃ、みんな違う道を通ってきたら

どないするんですか。最終的に同じゴールに

向かえばいいですよ。向かわなかった場合は。

僕、そこが気になるんです。 

 それが、各学校の差になるんじゃないんで

すかというお話をさせてもらっている。僕は

そこが一番大事やと思うんですよ。ゴールは

ある、道はない。道は各学校でつくれ、いろ

んな道で行きますよ。僕は道筋を示したった

らええんじゃないかなと思う。各学校がそれ

に沿って道をつくってくる。同じ道とは言い

ません。各学校で３本ぐらい、地域差もある

んでね。それを教育委員会が三つの道をつく

ったって、自分たちでこの中の道筋を選んで

来てくださいって言えば、皆さん、来てくれ

るんじゃないかなと思うんですけども、それ

が今はてんでばらばらなんで。 

 もちろん教育というのは、ある程度できる

こととできないことがあるので、そんな右行
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ったり、左行ったりしないって、それは理解

していますよ。ただ、細かなところで、あい

さつ一つにとっても、そういった違いが出て

いるということは、ほかでもいろんな違いが

出ているということになる。そういうところ

をチェックしていって、一つ一つ是正してい

かなあかんのに、そのチェック機能ができて

いないというのであれば、いつまでたっても

同じじゃないですか。じゃ、教育委員会って

何なのという話になっちゃいませんか。 

 僕、そこまで言うつもりはないですけど、

その辺のチェックはやっぱりちゃんとしても

らいたい。今後の課題やと思いますので、こ

れは各市町村で、僕らも研修に行かせてもう

たらよく出る話で、やはり最終的なところで

細やかなチェックというのは各学校の責任、

もちろんそれは先ほど答弁でお聞きしたので、

わかっているんです。それは法律で決められ

ているのはわかるんです。 

 でも、その部分を差しおいても、独自性、

３番目に行かせてもらいますけど、独自性が

生まれるのはすごくいいことやと思うんです。

各校長先生がかわって、いろんな試みをされ

て、ステレオタイプじゃおもしろくない。だ

から、いろんな独自性を持ってやってもらう

のはかめへん。それはもう大歓迎です。それ

がその学校の個性です。じゃ、ベースになる

ものまでもばらばらやったら、それは学校の

色全てが変わってしまうということですよ。

じゃ、ベースって何なのという話をしている

んです。 

 橋本市の小学校のベースって何なんですか

という話を聞きたい。態度教育もそう、あい

さつ運動もそう、各学校全部できていますよ

と、同じ水準でできています。そこからいろ

んな部分において校長先生のカラーを出して

くださいよ。これ、何か法律に僕、引っかか

ることを言うていますか。橋本市の教育をつ

くっていく上でベースにあるもんがあって当

然やと思うんですけど。 

 僕は、よく耳にするのは、ここで、学校よ

くなったよって。それは、でも、僕、一概に

言えないと思うんですよ。個人の差があるか

ら、前の学校の雰囲気がよかったという人も

必ずいてる。それはわかるんです。でも、そ

れが多々起こるのはあかんやろという話をし

ておるんです。ベースになる、学校はこうな

んや。ただ、次の先生が来て、次のいろんな

教員の入れかえがあったときに、こういうこ

ともまた新しくできたんよ。でも、前のこう

いうやつはずっとまたやってくれているんや

というのはあるんやけど、総入れかえみたい

になってしまったらあかんから、僕はこうい

う話をさせてもろうてて。 

 教育の勉強の部分というのは、もう法律で、

義務教育の中でもうそれは決まっているのは

わかっているので、例えば、授業日数とか、

体育祭とか、そういった部分を話ししとるん

と違いますよ。プラスアルファの話でね。そ

れが大きく変わってしまうのはなぜなんやろ

うかというのを、もう率直に疑問に思とるん

です。それはやっぱり橋本市の教育をこうし

ていくんやという、それも僕が話を聞くのは

素朴な話ですよ、本当に。ここにも書かせて

もらいましたけど、朝の声かけ運動が急にや

ってくれるようになったんやって。じゃ、以

前やってなかったのって。 

 そういうチェックって、親御さんからした

ら声かけ運動していないのが当たり前やから、

していなかって当たり前なんやというふうに

しかとれないですよね。評価できないですよ

ね。してもうて初めて、「あー、してもらった、

ありがとう。すごいいいことやな」って、僕、

これ、ほんま二、三人に聞きましたよ。そう

いったことが起こるのは、やっぱり基本的に

そういった基本ベースというのを、やっぱり
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教育委員会がちゃんとつくり上げて、各学校

に実践してもらうというところまで責任を持

たないといけないんじゃないかなと。 

 ただ、その辺で、３番、４番、一緒にやら

せてもらいますけども、学校のニーズを教育

委員会はどのような方法で収集されているの

かというのも、また２回目聞きたかったんで

す。これも、結局は間接的でしょう。じゃ、

直接的にアンケートとかは行えないんでしょ

うか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）学校のニーズと保護

者が考えていることを、直接的に教育委員会

がどう捉えていくかというお話だと思います。

自分たちは、当然、学校で生活する主人公は

子どもです。子どもたちの日常生活について

は、学校からの報告はいろいろ受けています。

保護者ニーズについて報告を受ける場合は、

やはり学校からの報告が多い部分があります。

この６月も、学校運営に関してのヒアリング

を校長先生と20校全て持たせていただきまし

た。その中で、学校は今どういう状態にある

のかというのを、私たちも本音でお話をさせ

てほしいということで、随分、本年度につい

ては、創造的なお話も聞かせていただきまし

た。 

 保護者アンケートについても、当然、全て

教育委員会に提出するという形になっており

ます。各校の保護者アンケートは全て見させ

ていただいています。これも間接的であると

言われるならば、これはもう間接的であろう

かなと、生の声ではないかもわかりません。

ただ、保護者アンケートの中には、かなりか

なり生の声に近いものがございます。その中

で学校をどうしていくかということについて

は、校長とも協議をさせていただいていると

ころです。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 言葉を選ばなちょっと難しいんですけども、

義務教育というのは、市内の中で基本的には

同じ水準で行われている。その教育のベース

においては。ただ、プラスアルファにおいて

は、僕は一概にそうは言えないと思うんです。

全部が全部同じカリキュラムでやっているか

といったら違いますよね。いろんな試みをさ

れているところもあるし、されていないとこ

ろもあるというのは事実やと思います。 

 保護者アンケートが生の声というのは理解

できるんですけど、僕、ここにこだわりたい

のは、さっきも言いましたけど、その学校の

ことか、隣の学校のことぐらいしかわからな

いんですよ、保護者にしてもね。そしたら、

各学校で保護者アンケートをとるんであれば、

全市内の学校の試みを、資料を附属してお渡

しして、自分の学校はどうなんやというふう

なアンケート方式をとらないと、生の声は聞

けないですよね。各学校の取り組みを一覧表

にして、例えば、Ａ小学校はこういう取り組

みをしています、Ｂ小学校はこんな取り組み

をしています、Ｃ学校はこんな取り組みをし

ています、私のところの学校はこんな取り組

みをしています、さあ、どうでしょうかとい

うアンケートを学校に行ってもうたら、それ

は公平やと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）それについては考え

させていただきます。ただ、橋本市教育委員

会では、ホームページも活用していただいて

いるところです。随分ご覧いただいている件

数も多いと、私自身も思っています。ホーム

ページにつきましては、保育園、幼稚園、小

学校、中学校のそのときそのときの活動状態、

それから、今後の計画、またかなりの部分で

給食内容等も出ています。このホームページ
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の状況を見ますと、確かに学校が活性化して

きているというのはよくわかります。 

 私自身、学級担任もしていましたし、いろ

いろな活動をしました。その中で、学級通信

等もよく出していました。ただ、子どもたち

に否定的な部分で見えるときには、なかなか

学級通信って書けない部分があります。学校

のホームページも全く同じだと思います。い

わゆる、ある意味、いいところの情報源だけ

を切り取ってホームページに載せているとい

うのは事実やと思います。その裏に隠れたし

んどいこととか、いろんなこともあろうかと

思いますけども、ホームページのいい部分が

切り取れるという状況の中で、学校が今どう

いう状態にあるか。これも保護者の方々にホ

ームページをしっかり見ていただける機会が

あったらありがたいなと、常に思っています。 

 保護者アンケートについて、今議員おただ

しのとおり、橋本市内15の小学校、五つの中

学校で活動状態を知らせるということも非常

に大事なことである、そのように私も把握し

ています。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。 

 教育長が同じ認識のもとでお話できてすご

くありがたいです。ただ、難しいことやと思

うんです。出るくいは打たれるということが

あってはいけない。その辺はやり過ぎると、

やっぱりいろんな価値観の人がいてるんで、

そっちがええ、あっちがええという話になる

ので。僕が言いたいのはそういう話じゃなん

です。それを統一してくださいよと、いいほ

うにね。いい水準でみんなが義務教育として

まんべんなく受けられる体制をつくってほし

いと思うんです、僕は。それが、僕、橋本市

の義務教育の基本になってもらいたいんです

よ。 

 だから、あっちがどうや、こっちがどうや

というんじゃなくて、橋本市の根底にある教

育はこれなんよって。だから、皆さん、これ、

橋本市の教育委員会でつくり上げて、各学校

でつくり上げて、同じ道をたどってその目標

に向かっているんですよという。だから、み

んな、橋本市の教育を保護者も含めて一緒に

つくっていってもらうという環境をやっぱり

つくっていかんと、僕、まんべんなく同じカ

リキュラムでやっていくというのもしんどい

と思うので、アンケートをとるだけでそれが

終わりとは思っていないんです。 

 だから、同じ方向を向くように、僕もすご

くこの質問をするときに悩んだんです。でも、

やっぱり同じようなカリキュラムで、やっぱ

りみんな同じように汗をかいて、同じ教育を、

同じカリキュラムの、勉強だけと違いますよ、

いろんな意味でね。例えば、ユネスコスクー

ルもあるし、そういった話の中で、みんなが

同じような方向に向かって、同じ道筋でやっ

ていけるような環境づくりをしていきたいな

と思って質問させてもらっておるんで、だか

ら、何もどこがええとか、悪いとかという話

を皆さんに開示しなさいという話じゃなくて、

橋本市のこれがベースになる教育をつくって

いくということを、まず約束してもらいたい

んですよ。それで差異が出えへんようにして

もらいたいというのが僕の趣旨なので。 

 その辺を、やっぱり約束というか、つくっ

ていかないと、さっきみたいな５番もう最後

行きますけども、あいさつ運動といったら小

さい話かもしれんけども、差が出てきている

という話になるので、こういった小さいこと

かもしれんけど、子どもたちの教育にとって

はすごく大事なことやと思うんです、僕。学

校の雰囲気にとってもすごく大事やと思うで

す。 

 例えば、学校がきれいに見えるか見えへん

かというのもすごい大事なことやと思うんで
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す。そういったチェックというのは、やっぱ

り僕、教育委員会がしていかんと、各学校に

任せておったら、いや、うちとこは十分きれ

いやでと言うけど、よそと比べたらという話

になってくるし、教育委員会の基準できれい

か、きれいじゃないかというのを決めんと、

各学校同士の話をしてもしゃあないんですよ、

こればっかり。だから、教育委員会の基準で

きっつりとあいさつ運動ができているんか、

学校の清掃がうまくできているんかというの

を、教育委員会の基準で見ていかんと、いつ

までたってもこの話終わらないですよ。どん

どん上がっていきますよ、これ。 

 お互い競争し合うような話にさせたくない

というか、なってしまうんですよ、そうなっ

てしまうとね。あそこはこうや、ここはこう

やという話になっちゃうんですよ。そうじゃ

なくて基準を持って教育委員会がつくってあ

げたら、みんな、各まんべんなくそれができ

るし、そういった形でやり合いやり合いみた

いな形にならないので、言い合いにならない

ので、そしたら、私自身もお話を聞いたら、

あいさつ運動、いやいや全市を上げて全部し

ていただいていますよ、もうできてますよと

言うたら、もうそれで、みんなやってくれて

いるんやで終わるんですよ。でも、話を聞い

ていたら、学校の門の外まで出てきてもうて、

あいさつしてもらうの初めてやみたいな話を

聞くと、いや、やっている学校もあるのに、

やっていない学校もあるというのはちょっと

寂しいなと。 

 そういったちょっとのことなんやけども、

そういったところを、やはり教育委員会で統

一というか、ちゃんと見てもらいたいという

んかな、できているかどうか。そんな僕、難

しい話をしているわけじゃないんですよ。ほ

んまそういった小さい話なんですけど、そう

いったところから橋本市の教育というのを統

一していただきたいと思うんですけども、教

育長の思い、どうでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）思いを少し述べさせ

ていただきます。 

 基本にしたいのは凡事徹底です。当たり前

のことをきっちり当たり前にできる。今、議

員がおっしゃられました清掃についても、ま

さにそのとおりやと思っています。当たり前

のことを当たり前にするというのは、一見、

統一されていないように見えますけども、私

は非常に学校運営として大事なことだと思っ

ています。その中に清掃活動も当然入ります。 

 これは各校に、教育大綱の中で、ある事柄

以外にまとめて、当たり前のことを当たり前

にするという教育目標を掲げている学校が非

常に多くなってきています。子どもの状況も、

その部分で言うと、当たり前のことがなかな

か当たり前にできない状況もありますので、

全てひっくるめて当たり前のことを当たり前

にする。 

 それから、あいさつ運動ですけども、あい

さつ運動につきましては、議員の皆さん、例

えば、20年、30年、40年前に学校長が外に出

てあいさつをしている状況というのは、あま

り見かけられなかったんではないかなと思い

ます。今、十数年ここに来てから、校長が徐々

に徐々に校門に出てきているのは事実です。

調査もしております。私たちはあいさつ運動

をきっちりしていただきたい。 

 その方法については、例えば、生徒会、児

童会がする場合もありますし、生徒指導の先

生がする場合もあるしいろんな方法がありま

すけども、学校長があいさつをする、それは

何がいいかといいますと、やはり子どもの表

情を見て、この学校のありようがよくわかる。

そういう意味でいうたら、提起をさせていた

だく。 
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 ただ、必ず立ちなさいということは、いろ

いろな会議とか、職員会議も朝の職員会議は

８時15分から20分に始まります。その会議に

出席しないであいさつをしている校長先生も

います。職員会議になったら戻る校長先生も

おられます。それはもうそれで選択していた

だくとして、子どもたちの様子を見るために

あいさつをしっかりしましょうということは、

これからも呼びかけていって、統一していき

たいなと思います。すぐに色を塗るというこ

とはできませんけども、呼びかける、そして、

それに向かって進んでいく、そういうベクト

ルをしっかりつくるということは可能かなと

思っています。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございまし

た。 

 難しい話やと思います。学校の先生に無理

をさせるわけにもいかないのは重々理解して

おります。勤務時間もありますしね。そのほ

かの問題もあるのもわかっているんですけど

も、ただ、本当に橋本市の子どもたちの教育

に向けて、本当に小さいプランかもしれんけ

ども、今の教育長のお言葉、僕も胸にちゃん

と受けとめて、自分自身もやっぱりどうして

いったらええんかというのを考えていきたい

と思っております。 

 いろんな同世代のお父さん、お母さん方の

声を聞きながら、全てを全て、僕、肯定して

いるわけではないんです。ただ、その事情も

十分理解はしているんですけども、ちょっと

一点気になったんで一般質問をさせてもらっ

たんですけども、ちょっと失礼なことも言い

ましたけども、今のお言葉で前向きに進めて

いってもらえるように、よろしくお願いしま

す。 

 一点目終わります。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、杉

村公園の今後の活用とウォーキングロードの

整備を対する答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（塙阪 隆君君）登壇〕 

○建設部長（塙阪 隆君）杉村公園の今後の

活用とウォーキングロードの整備についてお

答えします。 

 まず、今後の活用についてですが、杉村公

園はその豊かな自然環境、自然景観を適切に

維持・管理していくことで、都市環境を保全

するとともに、魅力ある施設等の整備、活用

を通して、人と人との交流や、やすらぎの場・

レクリエーションの場として、市民のより質

の高い生活の実現に寄与できると考えていま

す。 

 また、今後は創造性を持って来園者を増や

し、観光・交流の推進を図ることで、本市の

新たな魅力創出につながることが期待されて

います。 

 現在、計画中の事業では、国道371号バイパ

スから直接アクセスが可能な駐車場等を整備

することにより、杉村公園の利便性が向上す

るとともに、橋本市の広域的な発信拠点とし

ての役割を担うことができると考えています。 

 次に、近年、生活習慣病の予防や改善に効

果的で、最も身近なスポーツとしてウォーキ

ングが注目されています。杉村公園にもウォ

ーキングに適した周回コースがあり、利用す

る方が多いと認識していますが、残念ながら、

現状は十分な整備がなされているとは言えま

せん。当面は大規模な改修工事等の実施は困

難ですが、危険箇所の修繕や草刈りなど、適

切な維持管理を行うことで、さらに多くの方

に安心して利用いただきたいと考えています。 

○議長（中本正人君）14番 岡君、再質問あ

りますか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。
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声、張ってなかったですね。ぼそぼそしゃべ

っていましたね、さっきからね。ちょっと反

省しています。ちょっと声、張りますね。 

 杉村公園、何回か質問させてもらいました。

同僚議員も、先輩議員も質問されていたこと

が何度もあります。そのたびに、僕、お金が

ないのも十分理解して、これ、質問させても

らっておるんです。お金がないからこそ、今

の整備で僕はすごく満足はしています。正直

な話、今の整備で、今の状態で満足していま

す。ただ、希望を言えば、もっともっとして

もらいたいし、昔の杉村公園を知っているだ

けに今の状態を比べてしまうと、もう雲泥の

差です。 

 ただ、過去というのは住み込みのおっちゃ

んたちがいて、毎日来ているおばちゃんたち

がいて、花を植えてくれて、信じられません

が、アーチにはバラが咲き、中ほどには噴水

があってコイと金魚が泳いでいたというね。

僕の小さいときの杉村公園というのは、そう

いう杉村公園やったです。それが今はもう、

木の根が張り、水は抜け、バラはどこに行っ

たのか。 

 ただ、遊具を整備していただいたし、あと、

木を間引きしていただいて、あと、丸尾池の

ところに赤いつり橋があるんですけども、そ

こに行く道もきれいに草も刈っていただいて、

本当にできる整備をしていただいた結果、実

際、ちょこちょこウォーキングされる方が増

えてきたんです。最初の頃といったら、近所

の人がウォーキングに使っていたんやけど、

結構みんな暗いから怖いんで、ちょっと歩く

のどうかなという話をしとったんやけど、こ

の頃、僕が見かける方は同じ方ばかりじゃな

くて、結構な方が朝、歩きに来られています。

夕方はさすがにちょっと気持ち悪いよと。朝

はいろんな方が来られているので、一緒にな

るから結構安心して歩けるんやというお話を

よく聞くんですけども、そういった中で、や

っぱりウォーキングロードにしては危ない箇

所も何箇所かあるんです。 

 例えば、以前から言うていますけども、資

料館の上の舗装、資料館の上から上の芝生の

広場まで登っていく舗装なんですけども、こ

の時期に行ってもうたらわかるんですけども、

カビが生えて歩けません。それ、何でかとい

うと、やっぱり湿気で、どうしてもこんなに

なってしまうのは仕方がないんやけども、や

っぱり１年中陰になっているからそういうと

ころがあるというのは事実です。 

 ただ、じゃ、何でもかんでも木を切ってし

まえばいいかというと、やっぱり野鳥を見に

こられている方もいらっしゃるという中で結

構難しい問題ではあるんですけども、そうい

った中で風通しをよくして明るくしながら、

しかも、ウォーキングロードとしての整備を

していくというのは、僕、杉村公園にとって

は有効活用できるんかなと。 

 最初にも言わせてもらいましたけども、遊

具で遊んでいる子どもというのは、あまり見

かけないのは実際、事実ですよね。でも、実

際、来られている方はいらっしゃるんです。

僕もちょこちょこ散歩しとったらお会いする

んで、近所の方やったら子どもさんを連れて

歩いているときに、「遊びに来てんの」と声を

かけるんですけども、なかなかやっぱり子ど

も１人で遊びに行かせたらちょっと怖いよと

いうのもあって、やっぱり公園としての機能

というのは、ちょっとずつよそに移っていっ

ているんかなと。 

 今、親御さんたちというのは、子どもを公

園にわざわざ車で送っていくような、つまり、

大きい公園に連れていくというんかな。親の

目の届くところに連れていくというのが結構、

普通になってきているみたいで。いっときは

上野公園のほうもすごく人気がありましたし、
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最近僕は知ったんですけども、岩倉大橋の手

前の信号を右に曲がっていくと、きれいな公

園ができていますよね。企業誘致というか、

あそこのところにね。僕、びっくりしたんで

すけども。ああいった公園もどんどんどんど

んメジャーになってくれば、そっちのほうに

かなり人が寄って子どもたちも遊べるんかな、

橋本市もええ公園あるなと思って見とったん

ですけど。 

 そうなってくると杉村公園のすみ分けとい

うのが、やっぱり皆さん、一度は来てもうた

ことというか、訪れたことがあると思うんで

すけど、山ですよね、もう完全に。平らなと

ころが少なくて、池があって、山があって、

歩く道がついていて、散策公園みたいな感じ

の公園になっているので、できたらそれを利

用しながらウォーキングコースとして、市内

だけじゃなくて市外からも来てもらえるよう

な形をとれば、特に駐車場の整備がまた始ま

るという中で、やはり見れるものというのは

杉村公園、自然しかないと思います。 

 特に、赤い橋を渡っても三石山を登る道も

なかなか草が生えて通りにくかったりするの

で、できたらウォーキングで回れる道を少し

でもきれいに整備していっていただけたらな

ということで、財政状況が悪い中、ちょっと

要望させてもらったんですけど、本当に子ど

もが遊ぶ公園ももちろん必要やし、今後、高

齢の方がメインで活用される公園もあってい

いんじゃないかなと本当に思います。 

 もちろん杉村公園、お年寄りだけじゃなく

て子どももちろん活用している公園ではある

んですけども、特につくりの中で本当に散策

しながら、自然を見ながら歩ける。特に、木

が鬱蒼としてて夏は涼しいという意見もあっ

たり、結構まちまちな意見があるんですけど

も、本当にウォーキングコースとして、その

役割を中心に整備していく中で、郷土資料館

をどうしていくんかというのも考えていかな

あかんと思うし、人が寄れるところというの

は、やっぱり何か目的があって皆さん、来て

いるので、そういう目的を主に公園の整備も

していってはどうかなと思って質問させても

らったんですけども、要望なんでもうこれ以

上聞くことはないんですけども、市長、地元

やし、杉村公園、小さいときからよく遊びに

行かれておったと思うんですけども、僕もも

う40を過ぎました。40を過ぎた中で、僕も実

際ちょこちょこ走りに行ったりします、杉村

公園。結構活用勝手がいいんですけども、市

長としてはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）岡議員の質問にお答え

をします。 

 実は、先日もカフェミーティングで、杉村

公園のあり方ということについて市民の皆さ

んからご意見をいただきました。 

 まず、その中で今できることだけやろうと

いうことで、遊具のそばに有刺鉄線があった

んですけども、あれを全部木にかえなさいと

いうふうにかえさせてもらいました。 

 次に、確かにあそこは私らも就任時に、杉

村公園、あまりにも壮大な計画過ぎたので、

実際いっぺん行ってみようということで、建

設部と一緒に見せてもらいまして、全部歩い

て回らせてもらったんですけども、確かにハ

イキングロードとしてはおもしろい道である

なというふうに思っています。今後、この杉

村公園の生かし方というのも、ちょっと当初

の大きな計画よりも社会資本整備交付金がさ

らにダウンをするというふうな現状もありま

すし、計画自体もこれから補助金をもらって

ありますし、32年度までには整備を終わらす

ような方向で今考えています。 

 丸尾池がちょっとできるのが、30年、31年
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ぐらいになるのかなと。あそこの鋼の土がな

かなか見つからんという、一番大事なところ

の土がなかなか見つからん。見つかってもあ

ったところから運んでくるというふうなこと

になりますとちょっと難しい側面があるので、

今県と協議して、30年、31年ぐらいのことで

考えています。あれもやっぱり下が利水で使

っておりますので、いっぺん工事をとめやな

あかんというような問題もあります。そうい

うふうな中で、これから杉村公園をもっとも

っと子どもたち、あるいは市民の皆さんが集

える公園にはしていきたいと思っています。 

 そのために駐車場を整備して、遊具も設置

して、子どもたちが遊んでもらえるようなと

ころも整備をしていきたいというふうに考え

ているところです。ハイキングロードの整備

については、一体どれぐらいのものが必要な

のか、危険箇所としてどういうところがある

んか、これをお金は使わずに、職員で整備を

すれば、お金もそんなにかかってきませんか

ら、そういうところも考えながら整備をして

いきたいと。 

 カフェミーティングでたくさんのご意見を

いただいていますので、その中で本当に若い

お母さん、お父さん、子どもたちが集まって

これるように、お金をかけるところはかけて、

自分たちでできるところは自分たちで整備を

するというふうな方針で、全体計画が進むま

では、まず危険地域のところであるとか、公

園の木の整備については、例えば、森づくり

税を使っているところもあるんですけども、

そういうこともいろいろ検討しながら、この

ままほっておくんじゃなくて、ある程度健康

増進のためにも歩いていただけるような道づ

くりというのも考えていきたいと思っており

ますので、これからまたいろいろ協議をしな

がら計画は計画で進めていかなあきませんの

で、内部についても何ができるんかというふ

うな検討をしていきたいと思っておりますの

で、いましばらく時間をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

財政難の中、できることは限られていますし、

自分自身もそれは十分理解しながら、本当に

ウォーキングというのは景色を楽しみながら、

ゆっくり歩いたりジョギングしたりする人た

ちでにぎわうという、僕、基本であって、一

番お金がかかれへんことなんかなという気も

しているので、お金をかけて大規模にこれを

つくってほしいという思いはないです。ただ、

今の立地条件を利用して、できることで活用

していってもらいたいなと思いますので、今

の市長のお言葉をいただきましたので、もう

少し待って、そしてまたうまくいったときに

は、僕もちょっとダイエットのために走らせ

ていただきます。それまではちょっとまだダ

イエットはやめておこうかなと思っています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○議長（中本正人君）14番 岡君の一般質問

は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時37分 休憩） 

                                          

 


